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質問順 ①

質 問 事 項 質 問 要 旨

精華未来 奥 野 弘 佳

１ 令和４年度施政

方針について

町長就任後、３度目となる当初予算編成となりましたが、令和元

年以降、幾度となく押し寄せる新型コロナウィルスの中、町民の命

と暮らしを守るため、感染拡大防止と地域経済や住民生活の支援に

全力で取組まれてきました。

そして、コロナ禍にもかかわらず中学校給食の実施をはじめとす

る公約実現に着実に推進を図り、精華町の未来のための三つの柱で

ある「学研都市のまちづくり」、「子どもを守るまちづくり」、「

三世代が支え合うまちづくり」に向けての決意を述べられました。

そこで、質問をいたします。

（１）活力あふれ魅力ある学研都市のまちづくり

① 産業と人口定着について

学研狛田東地区の開発が動き始め、学研狛田地区全体の開

発により一定の産業集積は望めるものと思います。しかし、

自立したまちづくりを考えるのであれば、都市計画の見直し

をする必要があると考えます。

また、人口定着につきましても同じく市街地整備が必要で

あります。そこで、具体的に産業集積と人口定着についてど

のような構想をお持ちか伺います。

② 学研都市建設について

学研狛田東地区への幅広い産業集積の誘導と学研狛田西地

区の早期事業化にあわせて、ＪＲ下狛駅周辺整備に向けた取

組みを推進と表明されておりますが、ＪＲ下狛駅周辺整備に

向けた取組みとはどのような取組みかを伺います。

③ 市街地整備

菅井植田地区における地権者の取組みを支援し、区画整理

事業の早期事業化と山手幹線の南進を促進するとありますが、

新たな支援や今後の見通しについて伺います。

また、活力あふれるまちづくりには、本町の主だった道路

や駅周辺などに賑わいが必要と考えます。そこで山手幹線、

精華大通りなどの周辺整備と、学研高山地区と精華西木津地

区とを結ぶ学研連絡通路の事業化の今後の見通しを伺います。

④ 交通網の整備

町長の公約でもあります学研登美ヶ丘駅からの京阪奈新線

の延伸についてでございますが、今が重要な時期で粘り強く

働きかけていくと表明されております。木津川市とは違い、
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本町は実際に京都府への要望や整備促進協議会との調整など

盛んに活動をされておられると思います。そこで、これまで

の取組み状況と見通しを伺います。

（２）安全安心で健やかな暮らしのまちづくり

① 健康づくり拠点の整備推進について

町長の選挙公約である健康づくり拠点の整備推進となる拠

点施設（防災保健センター）の整備に向けた実施設計に取組

むと表明されておられます。

そこで、精華町健康総合拠点施設整備計画には、従来の保

健センターと子育てサポートセンターに住民活動交流機能や

防災時保健活動機能を加えた施設構成となっております。建

設予定地については、役場庁舎内及びその周辺となっており

ますが、現時点でどこに決定されたのか、また、今後の見通

しを伺います。

② 農業振興について

今まで観光農業の推進や特産品の開発等に取り組まれてこ

られましたが、令和４年度の施政方針に農業施策が表明され

ておりません。

そこで、持続可能な農業としての環境整備に取り組まれる

のかどうか、町長の基本的な農業施策についての考えを伺い

ます。

（３）自立を目指した協働のまちづくり

① ＤＸ デジタルトランスフォーメーションについて

デジタルトランスフォーメーションとは、進化したデジタ

ル技術を浸透させることで、人々の生活をより良い物へと変

革することです。そこで、政府がシステムの標準化を進める

一方で、地方が独自に提案を受け付けるデジタル田園都市国

家構想の提案を募られていると伺っておりますが、精華町は

どのような提案・取組みを考えておられるのかを伺います。
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質問順 ②

質 問 事 項 質 問 要 旨

日本共産党 佐々木 雅 彦

１ 町長の基本認識

について

今回の代表質問は、①２年余りのコロナ禍で何を学び、生かそう

としているのか、②ＳＤＧｓをはじめとする、将来への持続可能性

や誰も取り残さないという２つの大きな観点を軸に組み立てていま

す。答弁も、その論点で求めます。

（１）日本の現状・国際的な位置

かつて昭和時代は、経済大国と言われＧＤＰも上位を占めて

いたが、平成以降つまりバブル崩壊後は諸外国に抜かれ続けて

いる。

① 実質賃金は、１９９７年を１００として、アメリカ１２２

．４、イギリス１２９．９、フランス１３１．６、ドイツ１

２３．５に対し日本は８９．１と下がっている。認識の共有

はできるか。

② 国民の可処分所得は、１９９６年と２０１９年を比較する

と、２００万円未満が倍増し、４００万円以上が減少してい

る。認識を問う。

③ ２０２０年の国民１人あたりのＧＤＰは、世界３３位まで

低下している。ちなみに、隣国である韓国は２８位に上昇し

ている。認識を問う。

④ 「円の力」が、５０年前程度に落ち込んでいるという認識

を問う。

⑤ ジェンダー平等指数が、この間１２０位前後で低迷してい

る。認識を問う。

（２）コロナ禍対策の基本姿勢

「コロナ禍にあっても町税収入は過去最高を更新」とのこと。

つまり、コロナ禍で打撃を受けている人・企業がある一方、そ

れを上回る利益を得ている人・企業があると解釈できる。なら

ば、今後のコロナ禍対策は、個々の実態に応じた対策に舵を切

るという意味と解釈していいか基本的見解を問う。

（３）脱炭素化に向けて

「脱炭素化にいかに向き合うかも問われており」とのこと。

昨年開催された国際会議では、許された排出枠がさほどないこ

とが確認されている。一方、日本政府は相変わらず目標年限を

先延ばししており、国際社会と足並みがあっていない。世間で

は、従来のようなグローバルサウス問題・「大洪水よ、わが亡

き後に来たれ」的行動の大本である自由主義・資本主義経済の
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あり方から脱却し、パブリックが地球や経済を民主主義原理で

コントロールする以外、「人類が生存し続けられる地球」を持

続させることが困難であるとの見解が相次いで表明されている。

この問題とどのように向き合うのか基本認識を問う。

また、小田原市のような、太陽光発電と蓄電を地域一帯で実

施し、災害時に備える。鹿追町のような地元産業との関連でバ

イオマス発電に取り組むなどの実践がある。具体的政策を問う。

（４）自然環境の保全

「まちの魅力の第１位は、自然が多く緑豊か」とのこと。し

かし、自然環境は放置して保全できるものではない。具体的に

どのような手立てを講じるのかが問われている。この間も提起

されてきた「地下水くみ上げ規制」「メガソーラー」「生態系

保全」などの条例化に取り組む認識を問う。

（５）交通問題

「京阪奈新線」に関する意欲が見える。交通は、運営主体の

多くが民間企業ではあるものの、移動の権利を保障する基本イ

ンフラの１つであるので、全面否定はしないが必要性の吟味は

欠かせない。

① 京都～夢洲ライン構想という壮大なアドバルーンは相応し

くない。近鉄はすでに奈良線奈良駅と夢洲を東生駒付近で渡

線を設ける構想を発表している。一方、京都付近にいる乗客

が夢洲方面に移動する手段として候補にあがるのは、延伸計

画がある京阪中之島線・大阪メトロに乗り入れている阪急・

うめきたエリアに大阪新駅設置が決まっているＪＲとなり、

わざわざ時間と費用がかかる学研都市経由はマニアでなけれ

ば選択しないし共感も得られない。必要性の訴え方の見直し

をすべきと考えるが、見解を問う。

② 検討方式の中に、輸送需要との関係で、過剰な投資になら

ないＬＲＶも入れるべきだと考えるが、見解を問う。

③ けいはんな線延伸は、新祝園と共に高の原ルートも候補で

ある。この間の町の認識は「長年具体化されず、このままで

は消えてしまう」であるので、二者択一のまま地元が割れて

いては、それを理由に本当に消えてしまう。高の原ルートに

関連する自治体と協議の場を設定し、知恵を出して合意し、

政府に働きかける必要があると考えるが、認識を問う。

（６）学研の果実の活用

「学研都市で得られる果実を住民福祉の向上に使い切るので

はなく、未来都市建設のためにも使っていく新たな基本方針が

形成されつつある」とされている。従来から学研都市による果

実を福祉目的の特別枠として扱ってきたことは言明されていな
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い。しかも、企業立地のための支援制度では経済的支援も含ま

れている。ここにきて、この論理を展開する意図及び「未来都

市建設」が意味する内容を明確にされるよう問う。

２ 町長の基本方針

について

（１）学研都市

① 足りないものとは何なのか明らかに。

② 新たな市街形成とは、具体的にどこで、何を目的とするの

か問う。

③ リニア中央新幹線に何を期待するのか。受け皿になりうる

のかも含め根拠を問う。

④ 町長の基本認識にもあった脱炭素との関係で、森林面積減

少を伴う学研開発を進めることにより、二酸化炭素吸収効果

の低減がどの程度になると試算しているのか。林野庁が計算

式を公表している。可能ならエリア別（これまでの開発区域

・今後の予定区域）に問う。また、二酸化炭素吸収量の低下

に見合う植林などの代替策・目標はあるのか。必要だと考え

ないのか問う。

（２）産業政策

① スマート農業とは、具体的に何を使い、どのような状況を

めざすのか。また、一般的に推進するためにはコスト負担が

過大となっているが、見通しを問う。

② 人の育成がポイントだ。具体的施策を問う。

③ また、販路の確保なしに、再生産はできない。具体的施策

を問う。

（３）住宅政策

① 居住福祉を促進するためには、新たな公営住宅建設や耐震

化が求められる。見通しを問う。

② 国交省の目的外使用を活用した、時世にあった多様な住宅

需要への対応策を問う。

（４）教育政策

① ＩＣＴ教育という言い方は誤解を生む。あくまで教育の目

的は、子どもたちの健全な成長発達で人格形成を実現するこ

とであり「ＩＣＴ活用教育」のような変更を提案する。また、

最終的に、ＩＣＴ機器・技術を利用して、どのようなことを

目標とするのかを問う。

② ２０１６年に成立した教育機会確保法は、全面的に賛成で

きるものではありませんが、不登校児童生徒への対応は必要

です。ホームエデュケーションをはじめとする、誰一人取り

残さない教育機会の提供への基本姿勢を問う。

③ 主体的な学びの拠点は必要です。図書館サービスの具体的
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内容を問うとともに、公民館機能の新設が重要と考えるが見

解を問う。

（５）福祉政策

① 高齢者向け補聴器購入支援制度を限定的にでも開始する意

思を問う。

② 子どもの医療費助成制度１８歳まで拡充する意思を問う。

ちなみに、本町と類似規模・環境にある大阪府・熊取町では

新年度実施を表明している。

③ 昨年までに、摂津市や岡山市などで残念な虐待事件が発生

している。これらの対応からの教訓をどう考えているのかを

問う。また、土日休み・定刻業務である公務現場だけでは、

当事者に寄りそうことはできない。当事者との関係構築には、

人事政策も大きくかかわる。今後の取り組み方針を問う。

④ エッセンシャルワーカーの賃上げ政策を政府が打ち出して

います。町内の民間事業所も含め、対応状況や町としての具

体的支援策を問う。

（６）ジェンダー平等

① 阻害要因の基本認識を問う。

② 「女性向け」施策という発想の転換を。夫婦の家事時間格

差解消のためには男性も学び成長すべきもの。どう考えるの

かを問う。

（７）コミュニティ政策

① 学区コミュニティが進まない原因は何と考えているのかを

問う。

② 自治会に多様かつ過大な任務を与えていないか懸念される。

現状認識と対応策を問う。

③ 改正まちづくり条例による４年度の新規協議会設立目標と

５年以内の協定成立目標を問う。また、具体的に想定してい

る地域と課題を問う。
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質問順 ③

質 問 事 項 質 問 要 旨

爽風会 山 下 芳 一

１ 令和４年度施政

方針（関連事項を

含む）について

先行き不透明で変化の激しい社会に加え、２０１９年末に中国の

武漢で最初に確認された新型コロナウイルスは、瞬く間に世界に広

がり、感染者数の増減を繰り返し日本では第６波を迎える事態とな

りました。どんどん変化する新型コロナウイルスに翻弄され、経済

活動・社会活動・生活様式等が変化しました。感染症予防対策・コ

ロナ禍対策・就労体制の変化・収入減・自粛疲れ等々で町民は疲弊

しています。このような中で、平素の行政事務に加え、新型コロナ

ウイルスのワクチン対応やコロナ禍対応では、国の対応がいろいろ

代わり情報が混乱する中、コロナ関係の給付・支援事業を迅速かつ

丁寧に遂行している町長をはじめ行政職員に対しては感謝を込めて

敬意を表するところです。少しでも早く収束することを願うところ

です。

ところで、新型コロナウイルスに目が行き過ぎて、自治体として

の本町の課題が疎かになってはいけません。

課題のいくつかを上げると、

第一に、人口減少・高齢化に伴い公共部門に圧し掛かって来る課

題です。医療・介護、インフラ・公共施設の維持管理や更新、人材

不足等の課題です。

第二に、経済成長や社会の不安定性の課題です。非正規労働者の

増大、貧困問題、生活水準の低下等の課題です。

第三に、大規模災害のリスクの課題です。集中豪雨や台風による

災害対策、南海トラフ地震等の地震被害対策等の課題です。

第四に、東京及び首都圏一極集中の課題です。若者を中心とする

人材が出ていく課題で、人材不足等に拍車をかけています。

第五に、関西文化学術研究都市の中枢、学研都市精華町としての

持続可能なまちづくりの課題です。

これ以外にも課題はたくさんありますが、このような課題に真摯

に向き合いながら町民の生命と財産を守り、公共の福祉を向上させ

て、町民が幸せな生活を送れる持続可能な学研都市精華町を築いて

いく第６次総合計画を町民・行政・議会が協力して作っていかなけ

ればなりません。このような思いを胸に令和４年度の施政方針及び

これに関連したことを爽風会３名の議員を代表して質問をします。

（１）町長の公約の３つの柱の一つ「三世代が支え合うまちづくり

」とは、どのようなものか。そして現状、祖父母（高齢者層）、

父母（子育て層や就労者層等）、子ども（乳幼児・児童学生）
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で言えば、少子高齢化で高齢者が増え、子どもが減少し、勤務

先が町外や単身赴任の方が多い中、人口構造の見通しも含めて

どのように「三世代が支え合うまちづくり」を具現化しようと

しているのか。

（２）町長の公約の３つの柱の一つ「学研都市のまちづくり」に関

係するスーパーシティ型国家戦略特別区域指定の公募に本町も

京都府と１町２市で応募しているが、３１の地方公共団体の応

募があったと聞く。指定されれば、本町まちづくりに大きな影

響を及ぼすものと思う。結果はもう少し先になると思うが、結

果如何に関わらず、ＤＸ、ＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータ、ロボ

ティクス等を取り入れ、学研都市らしい便利で豊かな町民生活

を築くために、町民、行政、地場農商工業、学研企業がデジタ

ル情報で結びついていかなければならない。そのためには最初

に、町が令和４年度に目指すマイナンバーカードの普及促進と

多目的利用の推進は必然的であると思うが、反対や抵抗感を持

たれる方、高齢等で持つ必要のない方もおられるので丁寧に進

めてもらいたい。

さて、スーパーシティ法では「データ連携基盤（都市オペレ

ーションシステム）」が確立されれば、複数の先端サービス間

でのデータ収集・整理・提供が行われ、政府・自治体の保有す

る行政・住民データ、民間企業データ、個人保有のデータが行

政手続き・物流・交通・防災・医療・福祉・教育・金融等への

サービス提供につながるようにするものであり、最先端技術を

活用して快適な生活が送れるようにするためのものである。こ

れを学研都市精華町が単独で行うならば、町民に寄り添いなが

ら丁寧に、個人情報保護条例等に基づいて進められるが、スー

パーシティ型国家戦略特別区域指定を受けた場合、「国家戦略

特別区域データ連携基盤事業」の事業主体が国、自治体等に対

して、保有するデータを求めてくるが、本町は町民の個人情報

を個人情報保護条例等に照らして守れるのか。また、推進の為

に町民に理解と協力を求めていけるのかを問う。

（３）新型コロナウイルス感染症対策では、ワクチン接種対応も含

め、給付事業・支援事業等での行政の努力は評価します。しか

し、先手を打った本町独自の単独対策が講じられないのは、財

政調整基金等の基金不足が大きく影響していると思います。一

長一短に基金を増やすことはできませんが、今後の感染症対策、

自然災害、大規模事故等のことも考え、基金を増やしていく対

策が必要と思うがいかがか。

（４）町民の健康づくりや健康相談・保険指導・予防接種・乳幼児

健診等を行う地域住民に身近な対人保健サービスを提供する防
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災対応も含めた「防災保健センター」の整備は必要かつ急務で

あり、町長の選挙公約「健康づくり拠点の整備推進」には大い

に賛同するところである。多くの町民の期待するところでもあ

る。初期の新型コロナウイルス感染症対策で、それまでの公務

員の削減等が起因で、人員不足と機器不足による全国の保健所

・保健センターの脆さが露呈した。十分な人員配置や設備を備

えた「防災保健センター」の具体的な構想は。

（５）精華病院の老朽化に伴う施設の改修を進めてもらうと共に、

診療科目の充実にも努めてもらいたい。特に、高齢者が増えて

いくなか、訪問診療と往診体制を整えていかなければならない

と思うがいかがか。

（６）「活力あふれる魅力ある学研都市のまちづくり」の中で、概

ね３０年後を見据え、各要素を踏まえての次期総合計画は、精

華町の未来を決定づける未来都市構想でなければならないと記

しているが、正にその通りです。そして、精華町の未来を作っ

ていく行政も先を見通して行財政運営をしていかなければなら

ない。１０年先、２０年先、３０年先を見通しての行財政運営

です。少子高齢化で人口が減り、高齢化率が高く、人材も不足

していく中での行財政運営をどのように考えているのか。総務

省ホームページには、「自治体戦略２０４０構想研究会」の１

６回の議事録や資料、そして第一次報告、第二次報告が表示さ

れ、スマート自治体への転換、公共私によるくらしの維持、圏

域マネージメントと二層化の柔軟化等多くのことが記されてい

ます。時間の関係で多くを聞くことが出来ませんので、本町は、

スマート自治体への転換、公共私によるくらしの維持、圏域マ

ネージメントと二層化の柔軟化とどのように向き合うのかを問

う。

（７）「こどもを守るまち宣言」の本町としては、子どもの安全・

安心は勿論のこと、子どもを産み・育てたくなるまち、子育て

しやすいまち、保育・教育環境の優れたまち、子どもたちの夢

と希望を育めるまちを目指していかなければなりません。教育

総合会議を通じて、教育委員会と連携して「こどもを守るまち

に」ふさわしいまちづくりを進めるとあるが、教育大綱の基本

目標や５つの方針を今後どのように具現化して進めていくのか。

（８）「安全・安心で健やかな暮らしのまちづくり方針」で、交通

安全や防犯のことが触れられていないが、山手幹線での交通量

増加、特に大型トラック・ダンプ・工事車両の通行が多くなり、

大型車両通行禁止道路を大型車両が通行し、一旦停止線で停止

せずに通行する車両・信号無視をする車両があり、横断歩道・

停止線・センターライン等が消えかけている道路、車両と歩行
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者が交錯する危険な交差点、これ以外にも危惧する点がいくつ

もあります。対策を講じて町民を交通事故から守らなければな

らない状況であると思うがいかがか。

また、高齢化率が高まる中、組織化・企業化した特殊詐欺か

ら町民を守る対策も更に必要であり関係機関と連携をとると共

に、防犯対策として主要箇所への防犯カメラ設置も含めて考え

る必要があると思うがいかがか。

（９）「未来をひらく文化と環境のまちづくり方針」に関わり「子

どもたちの目覚ましい活躍をさらに後押しするため、吹奏楽の

楽器整備や部活動指導員の配置充実などにより、部活動を支援

します。」とは、いったいどういうことか。一生懸命に活動し

ているが目覚ましい活躍のない部活は支援しないということか。

「こども守るまち宣言」をして、子どもが本町の宝だと言うな

らば、頑張っているすべての部活動に目を向けるべきではない

か。

（１０）コミュニティーの活性化で、全自治会集会所の長寿命化を

継続していく方針については、コミュニティーの基礎単位であ

る自治会の活動を支援するもので期待するところである。施策

としての「コミュニティー」「地域福祉」「地域防災・消防」

「交流連携」において、自治会は重要な基礎組織体であるが、

加入率低下の傾向が続く。行政としてこの状況をどのように把

握・分析し、今後、どのように対応していくのか。また、小学

校区単位の交流・連携協議体形成は、どうして行くのか。

（１１）相楽地方における広域的課題解決には是非努めて頂くと共

に、広域連合として徴収業務と課税事務の共同化を行う京都府

と府内２５市町村でつくる京都地方税機構の業務の延長線とし

て本町としての課題にも目を向けてもらいたいと思います。税

機構の主旨は、ホームページに挙げられているように、納税に

係る利便性の十分な確保・多様化する住民ニーズへの対応・確

実な税収確保・公平公正な税務行政であるが、見方を変えれば

徴税強化と人員削減による効率化です。いろいろな税を扱う中

で、業績として市町村税の徴収率も９８％を超えるに至ってい

ます。ここでは税機構の主旨や業務等については肯定も否定も

するものでもありません。

税機構の徴収業務では、滞納繰越分だけではなく現年課税分

の納付期限を過ぎた滞納税、国保税・自動車税等の滞納も対象

になり、納期限が過ぎた徴収業務は各自治体から税機構に移り

電話督励、文書催告、納税折衝、滞納整理業務へ移り、従来各

自治体で行われていた訪問徴収は原則行われない。自治体税務

行政の窓口業務は、住民に寄り添わなくてはならない。滞納者
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には「納めたくても納められない」事情のある人もいる。行政

は困っている人に目を向け、生活保護・生活支援、就労支援、

融資・経営支援等を他の行政と連携し、自立支援と共に担税力

を付けてもらうようにするのが本来の自治体の姿であると思う。

納期限が過ぎれば、徴収権が税機構に移管されるが、徴収権が

税機構に移管した後も、滞納者の町民に寄り添い相談を受け支

援してくのが本町のとるべき姿だと思うが本町の考えと対応は。

（１２）老朽化していく上下水道、道路、橋梁等のインフラ整備や

公営企業の維持経営は、今後、町財政に重く圧し掛ってくるが、

今後の見通しと対策は。



12

質問順 ④

質 問 事 項 質 問 要 旨

せい風会 山 本 清 悟

１ コロナ対策につ

いて

コロナ感染症はオミクロン株が全国的に猛威を振るい、本町でも

連日、ふた桁台でコロナ感染者数が増加し、２月１７日現在総計で

１，１２５人、本年の２月だけで４００人と感染が急増している。

この間、本町においても国の方針に従いコロナワクチン接種の前倒

しや、いろいろな感染防止対策を始め、医療体制など幅広い支援策

を展開してきている。議会においてもその都度、特別会議を開催し、

感染拡大防止と支援策の早期実施に積極的に対応してきた。コロナ

後を含め町長の考えを問う。

（１）町の自宅療養者を支える体制をどう考え、実施しているのか。

また、重症化した患者の搬送先確保などの対策は。

（２）コロナ後も含め重要な役割を担うと考えられる、「かかりつ

け医」の役割の充実化が必要である。

① 町の迅速なるＰＣＲ検査体制は。

② 町における治療薬の確保と投与の見通しは。

③ ３回目以降の定期的なワクチン接種体制は。

（３）４月から診療報酬が改定され発熱外来を受診できる診療料な

どで自己負担が増加などに対して町としての救済策は。

（４）本町の地域医療を担う精華病院はコロナ感染症に関してどの

ような役割を果たしているのか。

（５）相楽休日応急診療所は、１市３町１村人口約１２万３千人、

約５万世帯が、休日診療に期待、利用している施設である。コ

ロナ感染症の対応として、来院者に対して事前電話予約を呼び

掛け、また発熱時はかかりつけ医に相談するように呼び掛けて

いる。今後引き続きコロナ対策とともに、診療内容や診療所の

ある建物などの充実が求められているが本町としての考えは。

２ 精華町の未来の

都市計画について

持続可能な町の未来を見据えた都市の総合的な計画が今後の最重

要課題であると考える。「町民が継続して住みたくなるまち」を一

つのキーワードとして、長期的な展望に立った住環境をどう整え整

備するか、いかにして「継続可能な住みか」として、魅力のあるま

ちにして人を呼び込み、現行の福祉施策など住民サービスを維持す

るために、財源確保で基盤となる人口４万人規模を目指し、未来に

わたり精華町を持続可能なまちとして行くのかを、いま、本町があ

らゆる厳しい状況の中で生き残れるかを問われている。

過去１０年間は、第５次総合計画の、「人を育み未来をひらく学
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研都市精華町」の実現を目指し全力を挙げ邁進してきた。しかし不

十分な部分の見直しや新しい方向を目指し、次の３０年先を見据え

たまちの姿を考える必要である。そこで町長の考え方を問う。

（１）緑豊かな調和のとれたまちづくり

① 農のゾーンは、農村集落地域を中心に「農ある暮らしを支

える空間形成」をと施策を展開してきたが、一部の農家が努

力を重ねてきているが、全体的に農地の集約化や農を支える

人材育成が計画通り進まず衰退の一途をたどっている。

農を守るために農業経営が成り立つ持続可能な運営の在り

方を策定すべきではないのか。

また、町の発展のための住宅地への変更を含む大胆な農の

ゾーンの見直しを図るべきと考えるが如何か。

② まちのゾーンは、新たな開発区域は一定住環境が整ってい

るが既存市街地では「住環境の維持と改善、良好な住環境と

適切な都市基盤の更新を進める」とあるが、住環境の差は歴

然としている。多様な都市活動が展開されるまちにするため

にどのようなまちを描こうとしているのか。

山手幹線は全線開通が目の前に迫り今後の発展が大いに期

待される幹線沿い、町の中心で拠点地域である近鉄急行停車

駅である祝園駅周辺の３０年後のまちの構想をどのように形

成するのか考えは。

③ 山のゾーンは、町西部や南部を山のゾーンと位置付け「森

林保全と育成を図り、町用地の６分の１を占める自衛隊用地

の有効活用を図る」としているが、森林保全も進まず雑木と

竹藪化しているがここ１０年間は施策が進んでいないがどの

ように展開するのか。とくに、自衛隊用地を山のゾーンとし

てどの様に活用を図るのか計画は。また、このままでは、ま

すます拡大する竹林化の防止の根本的施策は。

④ ふれあいゾーンは、里山機能を生かしながら、自然とふれ

あい人々が交流できる空間とするためにハードを整備してき

たがその後のメンテナンスと多くの町民を含む利活用が進ん

でいない状況である。将来に向けどのようにふれあいの場所

として活性化を図るのか。

（２）人を大切にするまちづくりの推進は、人々が本町で安心して

安全に暮らしていくために、その人々の置かれている環境を考

え、バリアーを取り除き日常の暮らしやすさを担保する町全体

の生活環境を整える必要がある。駅周辺を中心とした高齢者や

障がい者を対象としたハードを中心とした計画を確実に進める

とともに、これからは、移動などの円滑化に関して町民の理解

と協力を得るために、心のバリアフリーに積極的に取り組むこ
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とが求められている。本町の取り組みと町長の考え方を問う。

（３）交流と連携により幸福感のあるまちづくりには、地域コミュ

ニティの活性化が重要であるが、近年地域の活動が低迷してい

る。特にコロナ禍の影響でさらに低迷している状況にある。活

性化策などについて町長の考えを問う。

① コミュニティの軸である自治会離れが進み、組織率の低下

と役員のなり手不足などの状況が見受けられる。根本的なテ

コ入れ対策と今後の方向付けは。

② 自治会と地域住民の関係を見直す転換期にきている。地域

コミュニティの拠点と位置付けられる地域集会所の建設は、

条例にある二分の一の集会所建設費用を負担するために今ま

では自治会員を中心に費用を積み立ててきているが、組織率

や地域住民の使用実態など現状にそぐわなくなっている。地

域コミュニティの拠点と位置付けるならば、公平公正性を担

保し全額町負担で建設するべきであるが今後の方針は。

③ 地域活動を支えるボランティア団体の掘り起こしが必要と

考える。町からの一方通行の推進でなく、活動をしたいと考

えている人が、どのような活動がなされているのか、自分の

参加したい活動はあるのか、また新しい活動を立ち上げるに

はどうしたらよいのかなど多様な求めに対応できるように、

各ボランティアがいつでも集え情報交換できる総合的な場所

が必要である。また、そのような場所で団体同士が相互に情

報交換することで活性化が図られ住民協働の基盤確立につな

がると思うが考えは。

（４）新産業創出のまちづくりは、学研研究施設の研究技術を本町

の産業発展にどのように繋げるかがこれからの課題であると考

える。その一つとして将来の農の在り方の課題に対して、町の

実態に合った経営形態を目指すことが必要である。農業振興に

ついて次の考えを示すが町長の考えを問う。

① 露地栽培からハウス栽培へとシフトしてきた農業を、導入

可能と思われる圃場整備ができ上がっている地域にスマート

農業を、町を上げて推進する体制を取り進める。

② 農作物の工場生産を目指し受け入れ企業の誘致を図る。

③ 本町農業の未来への持続可能性を図るため学研企業と官民

一体となった連携体制を構築する。

（５）賑わいのあるまちづくりでは、町の玄関口と位置付ける乗降

客数（コロナ禍前 近鉄急行停車駅 約１万５千人 ＪＲ 約

４，４００人）の駅周辺の賑わいを作り出す必要を痛感する。

祝園駅周辺の賑わいは町の発展に重要な要素と考える。

どのように考えを持っているのか、駅前の賑わいの創設につ
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いて問う。

① 情報交換やアイデアの生まれる貴重な場所と位置付けられ

ている。ビジネスマンを始めいろいろな層の人々が気軽に集

えるカフェなどは。

② 祝園駅周辺の少なくとも半径１キロメーター以上を土地の

利活用方法を考え、急行停車駅にふさわしい駅東側に新たに

マンションなど人が住む地域に。

③ 土地区画整理事業で整備したガーデンシティの駐車場の活

用で、多目的用途の高層マンション建設など民間力を活用し

た将来の人口増を見越した計画提示が必要ではないのか。

④ 駅中開発をどのように考えているのか。

３ 都市機能整理に

ついて

２０世紀からの負の遺産としての存在する防災上などで課題のあ

る地域を解消する基盤整備が緊急に求められている。また、学研都

市としてのクラスター間の道路整備も残されている。将来にわたり

中長期的に計画を図り解消すべき課題である。町長の見解を問う。

（１）菅井地域内の各踏切及び道路は狭く、日常生活道路としても

危険があり災害時の避難経路としても適していない。鉄道線路

の西側地域と東側地域を結ぶ経済道路としても重要であり、精

華大道りを線路東側地域に延伸する課題解決の取り組みは。

（２）これから開発事業が進む狛田東・西開発及び進行中である植

田・菅井、南稲水落の区画整理事業などの開発が進むが、開発

による自然環境や生活環境などの保持に務め、災害防止の観点

から煤谷川、堀池川、周辺主要水路の改修及び農業用水の品質

保持が求められるがその対策は。

４ 学校教育につい

て

本町の学校教育の在り方について考え方を問う。

（１）少子化が進み児童生徒が年々減少傾向にある。将来に向け、

本町の地域ごとの学校体制を、教育面と財政面で効率的に維持

するために、地域の小学校と中学校を統合する小中一貫校及び

併設校などは必要であるが考えは。

（２）令和４年度から小学校高学年に教科担任制が導入されるが何

種類かの方法があるが本町ではどのような形態で導入するのか。

また、義務教育９年制を見通した教科担任制論議されているが

町の考えは。

（３）ＩＣＴ教育でタブレット活用が進んでいるが、教員の負担が

増し、働き方改革に逆行している面がある。解消対策は。

５ 自衛隊基地につ

いて

（１）町長の施政方針で、世界と日本情勢が戦争への危機に緊迫す

る記述があり、「基地を抱えるまちとして戦争が現実のものと
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ならないように我が国が平和の実現に誰よりも汗をかき尊厳を

集める国であってほしいと願い続ける」とあるが町長として町

民を戦争の危機から守るために具体的になにをするのか問う。

（２）現在の祝園弾薬庫は日本の自衛隊にとって必要不可欠な施設

である。「学研都市にふさわしくない施設」と町長は明言して

いるが、基地が存在する自治体として厳しい財政を多岐にわた

り財政支援を受け共存を図っている。

さらに共存を続けるならば、基地内に町民が親しみをもって

利用できるような施設をつくり、町民に基地を知ってもらい理

解してもらう必要がある。そのために基地外周の内側に位置す

る巡回道路を活用し、町民がサイクリングやランニングなどに

活用できるよう整備することを提案し、町に防衛省と実現に向

けての調整と整備を求める。

基地側としても外周内側周辺を整備することにより、基地外

との見通しが良くなりセキュリティが一層高まり保安上も向上

すると考える。町長の考えを問う。


